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「原子炉廃止措置研究開発センター原子力事業者防災業務計画」の読み替

えについて（連絡） 
 
 
 平成２７年３月２７日付けで提出しました「独立行政法人日本原子力研究開

発機構原子炉廃止措置研究開発センター原子力事業者防災業務計画」につきま

して、平成２６年６月１３日付け独立行政法人通則法等の改正施行による法人

名称変更及び平成２７年４月１日付け人事異動による変更に伴い、今後、添付

資料のとおり読み替えて防災業務を遂行しますので、連絡いたします。  
  
 
添付資料 
 ・「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子炉廃止措置研究開発センタ

ー原子力事業者防災業務計画」読み替え表 
 
 

以 上 
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読み替え前（平成 27 年 3 月 27 日修正） 読み替え後（平成 27 年 4 月 1 日以降適用） 理  由 
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「原子炉廃止措置研究開発センター原子力事業者防災業務計画」 読み替え表          №2    

読み替え前（平成 27 年 3 月 27 日修正） 読み替え後（平成 27 年 4 月 1 日以降適用） 理  由 

 

 

 

第１章 総則 

 

 

第１節 原子力事業者防災業務計画の目的 

 

 この原子力事業者防災業務計画（以下「この計画」という。）は、原子力災害対策特別

措置法（平成 11 年法律第 156 号。以下「原災法」という。）第７条第１項の規定に基づ

き、独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）原子炉廃止措

置研究開発センター（以下「ふげん」という。）における原子力災害事前対策、緊急事態

応急対策及び原子力災害中長期対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並び

に原子力災害の復旧を図るための業務を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な措置の

遂行に資することを目的とする。 

 

第２節 定義 

 

この計画において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 

 

（１）原子力災害 

原子力緊急事態により公衆の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 

（２）原子力緊急事態 

原子力事業者の原子炉の運転等（原子力損害の賠償に関する法律（昭和 36 年法律

第 147 号）第２条第１項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。）により放射

性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外（原子力事業所

の外における放射性物質の運搬（以下「事業所外運搬」という。）の場合にあっては

、当該運搬に使用する容器外）へ放出された事態をいう。 

（３）原子力災害事前対策 

原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策（原子力災害が発生した際

に必要となる防災体制、資機材の整備等を含む。）をいう。 

（４）原子力緊急事態宣言 

原災法第 15 条第２項の規定による「原子力緊急事態宣言」をいう。 

（５）原子力緊急事態解除宣言 

原災法第 15 条第４項の規定による「原子力緊急事態解除宣言」をいう。 

（６）緊急事態応急対策 

原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間にお

いて、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため実施

すべき応急の対策をいう。 
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